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資料 １ 

霧ケ峰自然保全再生実施計画（霧ケ峰自然保全再生実施計画（霧ケ峰自然保全再生実施計画（霧ケ峰自然保全再生実施計画（案）に対するご意見等案）に対するご意見等案）に対するご意見等案）に対するご意見等    

 ご意見等 理  由 考え方と対応 備  考 

①  指定されている湿

原について、別途

「天然記念物保護

管理計画」を策定

するとのことです

が、早急に策定し

てください。 

 「天然記念物保護管理計

画」の策定については協

議会として引き続き関係

市町に要望していくが、

今回の計画については天

然記念物以外の場所にお

ける計画であるため、計

画案の修正はしない。 

 

②  ３－４の①,a の

手を入れない保全

は問題がある。雑

木は水分があるた

め早く大きく生育

するため、早めの

雑木処理が必要で

ある。（特に池のく

るみ上部の沢沿

い） 

特に鎌ケ池東側は私

が在住していた４８

年位前には、池の周

囲には樹木は生育し

ていなく、展望がよ

かった。現在の状況

では水の枯渇を招く

ので、速やかに雑木

処理が必要です。車

山湿原内の雑木も同

様です。 

鎌ケ池東側、車山湿原に

ついては天然記念物保護

管理計画の中に盛込むこ

とにより雑木処理の方法

を考えてまいりたいの

で、今回の計画案には記

載しない。 

池のくるみ上部等貴重種

の自生している箇所にお

いては、土地所有者が所

有地の管理のために樹木

を伐採する等手を付けな

ければならないケースが

考えられることから基本

的には手を付けないが、

必要な場合は貴重種保護

のための土壌の流出防

止、湧水の枯渇防止に配

慮して実施するよう計画

案を修正したい。 

自然公園法等

の手続きにつ

いては、別途

必要 
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③  再生実施計画（素

案）は全体を把握

しており、その方

向で実現・実行を

予算的には課税行政

の諏訪市、県、国の

予算確保を積極的に

行う方向を。入山者

再生実施計画（素案）で

は、活動を継続するため

の仕組みづくりとしてボ

ランティア制度の創設、
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期待するが、今回

の案には予算的な

裏付けがなく、地

権者やボランティ

アに期待するとこ

ろが多いが、限界

があると思慮され

る。 

の入山料の協力（一

人当たり２００円前

後）を模索すること

が必要と思われる。 

草刈り、防護柵の管

理等を万全に実施す

るには資金が必要と

なる。 

草原の里親制度の創設等

を提案しているが、ボラ

ンティアによる作業であ

っても作業に使用する消

耗品等の予算は必要であ

る。そのため国・県等の

補助金等の活用、募金・

寄付金の受入れ等による

安定した資金が必要であ

り、資金を得るための方

法を検討しなければなら

ない。よって、「６ 保全

再生活動を持続させる仕

組みづくり」冒頭の中に

「また、保全再生活動を

持続させるためには安定

した資金の確保が必要で

あるため、資金確保の方

策について具体的な検討

を行っていく。」を追加し

たい。 

④  「６ 保全再生活

動を持続させる仕

組みづくり（６）

公園管理団体」の

ところに霧ヶ峰自

然保護センターの

充実を記載してほ

しい。 

霧ヶ峰自然保護セン

ターの建物はとても

古くて館内は薄暗い

ほか、開館当初から

展示されていたと思

われる展示物は色あ

せてしまっていま

す。職員の方の手作

りと思われる展示物

は工夫を凝らしてと

ても分かりやすい内

容となっています

が、これもちゃんと

した材料などを使っ

て作れば、もっと魅

霧ヶ峰自然保護センター

は昭和４８年の建設で、

約４０年が経過してい

る。県では本年度耐震診

断を実施し、必要な施設

修繕を考えている。意見

では、単にビジターセン

ターとしての充実を求め

ているものではなく、公

園管理団体の拠点となる

施設としての充実を求め

ている。実際、公園管理

団体の活動を行うには、

拠点となる施設が必要で

あり、公園管理団体とし
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力的なものになると

思います。霧ヶ峰の

自然環境を保全して

いくための核となる

自然保護センターの

施設を充実（新築や

展示物の更新など）

し、ここを拠点に公

園管理団体が活動し

ていくことが大切だ

と思います。 

ての体制づくり等も進め

て行く必要があることか

ら、自然保全再生実施計

画上は霧ヶ峰自然保護セ

ンターに限定せず、例示

とし、公園管理団体の拠

点・体制づくり・制度づ

くり等の必要性を記載し

修正したい。 

⑤  「６ 保全再生活

動を持続させる仕

組みづくり（５）

雑木や草等の資源

活用」の項に自然

エネルギー資源の

活用について記述

があるが、削除し

て い た だ き た

い。・ 

草を原料としたバイ

オエタノールの精製

を例示しているが、

全く実用の見通しが

立っていないものを

例示するのはいかが

かと思う。このよう

な記述は、実用化に

対する期待を抱かせ

ることにも繋がりか

ねないので、削除す

べきである。 

バイオエタノールの精製

はコストの問題があり、

その点が研究課題となっ

ているため、確かに現状

では実現性に乏しい。自

然保全再生実施計画上で

は必ずしも現段階で記載

する必要はないため、例

示部分を削除したい。 
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